
１
月
２
７
日
、
文
化
ホ
ー
ル
で

人
権
シ
ネ
マ
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
催

さ
れ
ま
し
た
。
映
画
が
は
じ
ま

り
、
映
像
の
中
で
若
い
女
の
先
生

が
弾
き
始
め
た
曲
に
く
ぎ
付
け

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

そ
の
曲
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
、
父

が
一
所
懸
命
に
教
え
て
く
れ
た

大
好
き
な
曲
だ
っ
た
の
で
す
。
私

の
父
は
東
京
の
警
視
庁
に
勤
め

て
い
て
、
厳
格
を
絵
に
描
い
た
よ

う
な
人
で
し
た
が
、
休
日
は
が
っ

し
り
と
し
た
身
体
を
、
ゆ
っ
た
り

と
ゆ
す
り
な
が
ら
、
そ
の
曲
を
私

に
教
え
て
く
れ
た
の
で
し
た
。
思

い
も
か
け
ず
に
懐
か
し
い
曲
に

出
会
い
思
わ
ず
鳥
肌
の
立
つ
思

い
を
い
た
し
ま
し
た
。
終
盤
の
の

ど
自
慢
の
場
面
で
は
、
主
人
公
の

少
年
と
共
に
、
私
も
涙
を
流
し
な

が
ら
唱
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私

の
胸
の
中
は
、
あ
ま
り
に
も
懐
か

し
い
曲
に
出
会
っ
た
喜
び
と
、
今

は
亡
き
父
と
の
思
い
出
で
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。	

	
	

真
鍋	

正
子	
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市
内
の
各
小
学
校
で
校
区
の

集
い
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

講
師
・
文
屋
範
奈
さ
ん
（
ゴ

ス
ペ
ル
シ
ン
ガ
ー
）
を
お
招
き

し
、
歌
の
披
露
と
ア
メ
リ
カ
で

の
体
験
を
も
と
に
、「
人
権
は
命

と
同
じ
く
ら
い
大
切
で
、
誰
も

が
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
け
る

た
め
の
大
切
な
権
利
。
」
と
話
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

ま
た
〝
い
じ
め
〟
に
つ
い
て

も
ふ
れ
「
い
じ
め
は
ア
カ
ン
と

  
い
う
一
人
ひ
と
り
の
声
が
集
ま

る
こ
と
で
、
み
ん
な
で
い
じ
め

の
な
い
ク
ラ
ス
・
学
校
、
地
域

社
会
に
か
え
て
い
け
る
。
」
と
、

子
ど
も
た
ち
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
地
域

の
方
々
に
も
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
送
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
日
の
歌
と
お
話
し
は
、
き

っ
と
子
ど
も
達
の
心
に
残
っ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。
最
後
は
み

ん
な
一
緒
に
元
気
い
っ
ぱ
い
歌

い
ま
し
た
。 

 

      

ま
た
樽
井
校
区
で
は
、
講
師

に
風
の
紙
芝
居
師
た
け
ち
ゃ
ん

を
お
招
き
し
ま
し
た
。
子
ど
も

た
ち
は
舞
台
に
出
さ
れ
た
紙
芝

居
の
大
き
さ
に
思
わ
ず
ビ
ッ
ク

リ
！
色
鮮
や
か
に
描
か
れ
た
主

人
公
モ
ア
く
ん

が
、「
み
ん
な
ち
が

っ
て
、
み
ん
な
い

い
ん
だ
よ
。
」
と
、

今
に
も
紙
芝
居
か

ら
飛
び
出
し
、
語

り
か
け
て
く
れ
そ

う
に
見
え
ま
し

た
。 

 

                                                    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

１
２
月
２
日
、
文
化
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、
人
権
週
間
「
市
民
の
集
い
」
を
開

催
し
ま
し
た
。
今
年
は
京
都
で
活
動
す

る
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
ダ
ン
ス
サ
ー
ク
ル
の

み
な
さ
ん
を
お
招
き
し
、
熱
い
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
届
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

参
加
さ
れ
た
崎
山
校
長
先
生
か
ら
感

想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

	

毎
年
、
人
権
週
間
に

行
わ
れ
る
講
演
会
を
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
チ
ラ
シ
を

い
た
だ
い
た
時
に
「
人

権
と
ダ
ン
ス
」
と
い
う

演
題
で
あ
っ
た
た
め
、

い
つ
も
以
上
に
興
味
を

持
ち
ま
し
た
。「
ド
ラ
ゴ

ン
マ
マ
」
と
い
う
名
前

に
も
惹
か
れ
ま
し
た
。

講
演
会
を
聴
く
ま
で

は
、
ダ
ン
ス
を
教
え
る

こ
と
で
若
者
に
人
権
を

意
識
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
な
ど

と
、
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う
思

い
な
が
ら
参
加
し
た
た
め
か
、
柳

子
先
生
が
一
言
も
「
人
権
を
大
切

に
す
る
」
と
言
う
こ
と
な
く
、
普

段
の
生
活
の
中
で
常
に
人
権
を

大
事
に
す
る
こ
と
を
意
識
し
、
自

然
体
で
人
を
大
切
に
し
、
自
分
の

や
り
た
い
こ
と
を
パ
ワ
フ
ル
に

こ
な
す
姿
に
感
動
し
ま
し
た
。

「
自
分
の
こ
と
を
好
き
に
な
る
」

自
分
の
ペ
ー
ス
で
生
き
る
、
そ
の

人
の
生
き
方
を
飾
ら
ず
応
援
す

る
ド
ラ
ゴ
ン
マ
マ
の
大
フ
ァ
ン

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。	

支
援
学
級
の
担
任
を
し
な
が

ら
、
た
く
さ
ん
の
生
徒
さ
ん
に
ダ

ン
ス
を
教
え
る
、
い
っ
た
い
そ
ん

な
時
間
が
い
つ
あ
る
ん
だ
ろ
う

と
思
い
な
が
ら
も
、
「
ダ
ン
ス
は

大
好
き
だ
け
ど
、
す
ご
く
苦
手
な

私
で
も
教
え
て
も
ら
え
る
の
か

な
あ
」
と
年
甲
斐
も
な
く
考
え
て

し
ま
い
ま
し
た
。	

一
人
ひ
と
り
の
よ
さ
を
見
つ

け
、
自
分
の
で
き
る
こ
と
を
一
生

懸
命
す
る
こ
と
が
、
人
権
教
育
を

す
す
め
る
こ
と
だ
と
改
め
て
思

い
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
の
す
ば
ら

し
い
ダ
ン
ス
と
先
生
の
熱
い
講

演
に
感
動
し
、
心
が
震
え
る
思
い

で
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。	

鳴
滝
小
学
校	

崎
山	

悦
子

＜発 行＞ 

泉南市人権啓発

推 進 協 議 会

FDF ダンスサークル代表

松本 柳子さん 

デイセンターせんなん

南中ソーラン踊り隊 

人権文化を創出し豊かにするには、人権のまち

づくり・社会づくりのために、人々が互いに人権

観を育み、差別意識をなくし人権思想を高めるた

めに、誤った言動に配意し、正しい知識を繰り返

し得るように努力する。そして、差別されている

人々と、そうでない周りの人々がつながって、協

働する関係を培ってゆくことだと学びました。 

差別と人権文化の関係を、大阪府土地差別調査

事件から課題を提起し、府民人権意識調査結果か

ら、同和地区忌避意識、障がい者施設等、社会福

祉施設建設反対運動の背景を浮上させ、解決方法

を説かれました。また、日本・世界多岐にわたる

人権問題を、「反差別」→「人権文化教育」と説か

れました。 

人権問題は、過去の問題として論じ合うだけで

はない。常に「これからどうなすべきか」を、前

向きに考える文化を生きることだとお互い感じ合

い、講座等により積極的に参加、呼びかけするこ

とを確認し合いました。 

11 月 12 日、講師に平沢安政さんをお招きし、	

人権啓発講演会を開催しました。当日は市民・企業・

学校関係者・行政職員など、たくさんの方々に参加し

ていただきました。	

  

 

 

青少年センター 

ダンスチームのみなさん 

今回は、昨年 10 月に制定された「泉南市子ども

の権利に関する条例」について特集を組みました。

この条例は 1994 年に批准した「子どもの権利条約」

に基づき、各自治体で「子ども」にかかわる条例を

策定する動きがあり、本市も近隣自治体に先がけ制

定したものです。	

広報「せんなん」3 月号にも紹介されている「お

しゃべり会」でもこの条例を取り上げ、意見交換を

しました。また、4 面では企画実行委員のインタビ

ュー記事を掲載し、市民のみなさんの声を反映した

新聞づくりを心がけています。ご意見、ご希望、お

もしろい企画などなんでも結構ですから、編集部に

お寄せください。	 （企画実行委員会	 編集委員）

●5／26（日）	
憲法週間＆男女共同参画週間	
「市民の集い」	

●8／18（日）…予定	
非核平和の集い	

●12／1（日）…予定	
人権週間「市民の集い」	

	

その他、フィールドワーク、人間関係づくり講座、

夏休み親子体験講座、小学校での校区の集いなど、

人権を楽しく学べる行事を予定しています。 	 	



 

 

 

 
＜2012 年度	 じんけん写真テーマ＞	

笑顔・ふれあい・安心 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 条例はできましたが、決して理想だけに終わらないために、まず私たち（おとな）に何ができるか 
を考えました。 

＊＊＊子どもたちの声に耳を傾け、思いを受け止め、対話する＊＊＊ 

「子どもの話ばっかり聞いて、思い通りにしてたら、わがままになる。」そう思う人もいるかもしれ

ません。しかし、この条例は子どもの言うとおりにするためのものではないと思います。子どもの言

葉を聴き、言葉にならない表情やしぐさから伝わる思いを受け止め、対話をしていくことが大切だと

思います。そうは言っても、おとなの気持ちもいろいろあります。しっかり聴けるだけの余裕がある

とき、イライラしているとき…。おとなと子どもの意見が違うとき。そんなときでも一方的におとな

の思いをおしつけず、対話の中から何かを生み出していければいいなと思います。結果がどうであれ

“対話する！”すぐにできなくても、少し心がけることで、子どもの人権を意識することができるの

ではないでしょうか。 

	

人権啓発推進協議会では、平成 24 年 10 月に策定された「泉南市子どもの権利に関する条例」	

について、たくさんの方々に読んでいただき、理解していただきたいと	

いう思いで、今回の特集を組みました。	

日々の生活の中で、親や家族、学校だけでなく、地域がどのように	

子どもたちを見守り、「子どもにやさしい」まちづくりができるかをい	

っしょに考えたいと思います。 

この写真は私が実家に帰った時に、父と我が子が一緒

に遊びに行った公園での１枚です。 
私が幼い頃から遊んでいた公園。今は我が子が遊んで

いるなんて…なんだか不思議な感じもしますが…。久し

ぶりに会ったおじいちゃんと孫のたわいもないヒトコマ

ですが、なんだか言葉が伝わってきそうな、そんな写真

が撮れた気がします。     髙井 英美（撮影者）

 

        「子どもにやさしいまち」を実現していくために制定しました。	

「子どもにやさしいまち」とは、一人ひとりの子どもが自分に自信をもって、子ど	

も時代を過ごすことができるまちです。	

 

●すばらしい条例ですね。前文も子どもの気持ちがよく伝わ

り、条例がモデルになればいいと思います。	

●前文で「笑顔がある家庭を～」それがいいのはわかっているけど、親の立場とすればいつもできな

くて難しいな…。でも心がけたいですね。	

●つくるだけではアカン！具体的にどのように活かしていくかが大事。	

●子どもの権利について、親も先生も全部答えることはできないけど、一緒に考えることはできる。

●この条例を読んで、まずは家族に「こんな条例ができたよ。」と伝え、どう思うか話してみます。	

             私たちは	 泉南の子どもです。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 私たちは、子どもの平和のために３日間かけて話し合いました。	

私たちは、泉南の自然が多くて、元気なところが、好きです。	

そんなまちが好きだからこそ、私たちこどものことを大切にしてください。

おかあさんやおとうさん、おうちのひとへ	

おとなの都合や事情で私たち子どもを巻き込む前に私たち子どもの気持ちを理解してください。	

私たち子どもの心や身体を傷つけないでください。	

私たちもがんばりますから、自分で選んで、自分のペースですごさせてください。	

 

＜一部抜粋＞ 

 

 
	

この条例ができて、子どもを甘やかすことになるのではないか	
 

子どもの権利は、「子どもが人間として成長していくうえで必要不可欠 

なもの」と考えています。それは、何かの義務を果たすことを条件に認め 

られるようなものではなく、人間が人間として生まれた以上、誰に対しても 

無条件で認められるものなのです。それが、「生きる権利」「守られる権利」 

「育つ権利」「参加する権利」です。 

ところが、人間が社会の中で生きていく限り、権利と権利の衝突が生じます。そこでは、どう 

ても他人の権利との調整が必要になります。子どもはこの調整の中で、お互いの権利を尊重しあう

責任があることを、経験的に学んでいきます。自分の意見を押し通すことではなく、互いの権利を

尊重し合える人を育てることが目的ですので、条文の中にも、「すべての人の権利と自由を尊重し

て」という文言を明記しています。自分の権利も他の人の権利も大切にできる子どもになって欲し

いと願っています。	

この条例は具体的にどのように活かされるのか	
 

この条例は「子どもにやさしいまち」を実現していくことを目的 
にしています。「子どもにやさしいまち」とは、子どもが人間としての 
尊厳を持っていきいきと生活し、子ども時代を幸せに過ごすことのでき 
るまちです。条例は、子ども施策の基本姿勢を示す法規範ですから、様々 
な子ども施策を実施する際の根拠となります。子どもの相談、救済や、子どもの居場所、子ども参

加の仕組みなどを担保することになります。また、家庭、学校、施設、地域、NPO、行政などの連

携をすすめる鍵にもなります。様々な子どもに関する施策を「子どもの権利」の視点から推進して

いくことになります。	

 「子どもの権利に関する条例」事務局（教育委員会）へ

問い合わせました。 

「宿題せ～へ

ん権利」とか言

って、わがまま

にならへんか

な…	

条例なんて理想ば

っかりで、私たちの

生活にどう関係あ

るかわからへん…

市長対談でのようす（2013 年 1 月号広報）	


